
第１０７回広島大学経営協議会議事要録 
 
日 時  令和７年１１月１２日（水） １３時３０分～１４時０４分 
 
場 所  広島大学法人本部棟5F1会議室・ZOOM（WEB会議） 
 
出席者  学外委員：ウスビ・サコ，苅田，國井，白石，杉村，橋本，結城の各委員 
     学内委員：越智，鈴木，金子，宮﨑，津賀，田中，柳澤，信末，新延の各委員 
 
欠席者  学外委員：岡畠，佃，松本の各委員 
 
列席者  熊本副学長，坂田副学長，川島副学長，田原副学長，大段副学長，西村副学長，犬丸副学長， 

茶谷副学長，船津副学長，岡村副学長，苅屋田監事，森迫監事，竹内学長補佐， 
土肥（博）学長特命補佐，角田（明）部長，迫田副理事，小松崎副理事，白井部長，草原副理事， 
山本副理事，小左古部長，藤原部長，前延部長，角田（尚）部長，伊原部長，寺田部長， 
片柳副理事，益永部長，木村部長，松崎部長，河村部長，青木参事，畑尾室長，山下部長， 
伊藤総合戦略グループリーダー，柳ケ瀬秘書室長，山田総合科学部長，吉中法学部長， 
水田理学部長，志馬医学部長，柿本歯学部長，矢吹工学部長，島田生物生産学部長， 
土肥（正）情報科学部長，石井スマートソサイエティ実践科学研究院長 
 

※ 以下，発言内容は，○：学外委員，◇：学内委員を示す。 
 
（第１０６回広島大学経営協議会議事要録について） 

令和７年９月１０日開催の経営協議会議事要録について，原案のとおり承認された。 

 
（議事１） 
● 令和７年１２月期役員の期末手当に係る業績勘案率及び支給額について 

（越智学長提案・説明，別紙１） 

◇ 役員に支給する期末手当の支給額については，役員報酬規則第７条第５項の規定において，当該役員の在職期

間における業績を勘案し，経営協議会の議を経て，増額し，又は減額した額とすることができることとなって

おり，学長及び理事（常勤に限る。）については，役員の期末手当に係る取扱要項第３第１項の規定により学

長が作成した役員評価表を基に，また，常勤監事については，監事が作成する業務執行状況書等を基に，経営

協議会の議を経て決定する各役員の業績勘案率により支給することとなっている。 
本議案については，議案の性格に鑑み，学長と経営協議会学外委員で審議し，決定することが本会議におい

て承認されており，今回も同様に決定する。 
 

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

（特に質疑応答なし） 

    

（議事２） 
● 広島大学附属学校園の機能強化について 

（越智学長提案，鈴木理事（教育・平和担当）説明，別紙２） 
◇ 広島大学附属学校園の機能強化を図るに当たり，附属学校園の再編を行うことを提案する。 
 

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会へ付議することとした。 
 

次の質疑応答が行われた。 

 ・附属学校における平和学習について 

 ・小１プロブレムについて 

 ・卒業生，同窓会との連携について 



 ・スーパーサイエンスハイスクールについて 

 
 

以 上 


